
南砺市
定例記者会⾒資料（3⽉）

マイナンバーカードを利⽤した
「らくらく窓口証明書交付サービス」について

令和6年３⽉１⽇から、福野市⺠センター・福光市⺠センターにおいて、マイナンバーカードを利⽤した

「らくらく窓口証明書交付サービス」を開始します。

■内容説明
【概要・趣旨】
南砺市に住⺠登録のある⽅は、マイナンバーカードを利⽤して、タッチパネル式の専⽤端末を操作すること

で、各種証明書（下記表参照）を取得することができます。
利⽤者はコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機と同じ画⾯操作を⾏うため、次回からコンビ

ニエンスストアでも証明書の取得ができるようになると思われます。また、申請書の記載も不要となり、時間短
縮につながることから混雑緩和に期待が持てます。
本サービスは、県内で初となります。

【設置場所及び利⽤できる時間】
福野市⺠センター 及び 福光市⺠センター（本庁舎１階）
平⽇ 午前９時から午後５時１５分（市役所開庁時間）
※⽕曜⽇は、午後７時まで（⽕曜延⻑）

【利⽤条件】
証明書を発⾏する時点で南砺市に住⺠登録がある⽅で、マイナンバーカード（有効な利⽤者証明⽤電

子証明書を搭載したもの[数字４桁の暗証番号]）をお持ちの⽅

【必要なもの】
（１）利⽤者証明⽤電子証明書が搭載されたマイナンバーカード（数字４桁の暗証番号）
（２）⼿数料（⾦額については下記表を参照）

取得できる証明書及び⼿数料（窓口と同じ⾦額です。）

※コンビニエンスストアを利⽤した⼿数料は、上記⾦額より１５０円減額されています。

印鑑登録証明書 ３００円 本人のもの
住⺠票 ３００円 本人及び同⼀世帯の⽅のもの
⼾籍全部事項証明書（謄本）
⼾籍個人事項証明書（抄本）

４５０円
南砺市に住所と本籍地のある⽅のみ

⼾籍附票 ３００円
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